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近
代
日
本
研
究
第
三
十
三
巻
（
二
〇
一
六
年
）

研
究
ノ
ー
ト

農
民
自
治
会
に
お
け
る
「
農
民
自
治
」
概
念
の
創
出

―
―
一
九
二
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
未
分
化
な
社
会
思
想
―
―蔭

木

達

也

は
じ
め
に

一
九
二
〇
年
代
は
、
労
働
組
合
や
農
民
組
合
、
あ
る
い
は
様
々
な
社
会
主
義
団
体
の
全
国
的
な
組
織
化
が
進
展
し
た
時
代
で
あ

る
。
特
に
二
〇
年
代
中
盤
に
か
け
て
は
、「
普
選
」
と
通
称
さ
れ
る
男
子
普
通
選
挙
制
の
導
入
を
受
け
、
組
合
の
意
義
が
変
質
し

た
時
期
で
あ
っ
た
。
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
組
合
が
、
特
定
の
政
策
や
政
党
、
政
治
方
針
を
推
進
す
る

基
盤
と
な
り
、
政
治
的
影
響
力
を
持
ち
う
る
団
体
と
な
っ
て
、
議
会
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
存
在
と

（
1
）

な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状

況
下
で
普
選
や
議
会
制
度
に
対
す
る
批
判
、
新
た
な
中
間
団
体
の
結
成
と
い
っ
た
議
論
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
近
代
の
議
会

主
義
的
政
府
と
は
異
な
る
新
た
な
政
治
制
度
、
社
会
制
度
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
農
民
自
治
会
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の
結
成
と
、「
農
民
自
治
」
を
目
指
し
た
運
動
で
あ
る
。
農
民
自
治
会
と
は
、
下
中
弥
三
郎
ら
が
発
起
人
と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た

「
組
合
的
自
由
連
合
組
織
」
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
は
文
学
か
ら
実
業
ま
で
あ
ら
ゆ
る
形
で
農
村
に
か
か
わ
る
活
動
を
行
っ
て
い

た
人
々
で

（
2
）

あ
っ
た
。
こ
の
団
体
の
最
も
特
徴
的
な
点
は
、「
農
民
」
の
「
自
治
」
を
掲
げ
、「
農
民
自
治
」
と
い
う
言
葉
で
自
ら
を

称
し
た
こ
と
で

（
3
）

あ
っ
た
。

「
農
民
」
と
「
自
治
」
を
結
び
つ
け
る
思
想
の
嚆
矢
と
し
て
の
「
農
民
自
治
」
概
念
の
成
立
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て

な
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
従
来
の
研
究
で
は
「
農
民
自
治
」
が
不
明
確
な
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ

の
抽
象
性
と
一
貫
性
の
な
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
岩
崎
正
弥
は
「
農
民
自
治
主
義
」
が
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
理
想
と
借
り
物
の
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
的
思
考
様
式
と
を
無
理
や
り
折
衷
さ
せ
よ
う
と
（
4
）

し
た
」
も
の
で
あ
り
、
体
系
的
な
階
級
理
論
や
社
会
理
論
へ
と
発
展

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
雑
誌
『
農
民
』
で
行
わ
れ
た
議
論
を
考
察
し
た
平
島
敏
幸
も
同
様
に
、「
農
民
自
治
主
義

は
（
…
…
）
極
め
て
曖
昧
な
思
想
で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
そ
の
理
由
を
「
第
一
に
、
生
成
期
に
お
い
て
、
当
時
の
極
め
て
雑
多
な

思
想
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
」「
第
二
に
、
農
民
の
思
想
た
ら
ん
と
し
た
た
め
に
、
農
民
の
ア
モ
ル
フ
な
「
思
想
」
が
混
入
し
て

常
に
そ
の
体
系
化
を
妨
げ
た
こ
と
」「
第
三
に
、
都
市
化
や
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
反
措
定
と
し
て
定
立
し
た
部
分
が
極
め
て
多
く
、

つ
ま
り
は
「
対
抗
思
想
」
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
独
自
性
が
弱
い
（
5
）

こ
と
」
の
三
つ
と
し
て
い
る
。
安
田
常
雄
は
農
民
自
治
会
の

「
自
治
」
が
、「
自
己
」
と
「
制
度
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
を
持
ち
、
さ
ら
に
「Identity

と
し
て
の
自
治
」「
抵
抗
と
し
て
の
自

治
」「
相
互
性
と
し
て
の
（
6
）

自
治
」
と
い
う
三
つ
の
次
元
を
有
し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
確
か

に
「
農
民
自
治
」
を
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
農
民
自
治
」
の
概
念
そ
れ
自
体
は
農
民
自
治
会
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
同
時
代
へ
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
長
野

県
や
岡
山
県
な
ど
、
散
発
的
な
が
ら
も
運
動
は
全
国
に
広
が
っ
て
（
7
）

い
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
農
民
自
治
」
が
多
様
な
側
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面
を
持
つ
不
明
瞭
な
概
念
で
非
理
論
的
な
思
想
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
さ
ら
に
論
じ
る
べ
き
は
、「
農
民
自
治
」
と
い
う
概
念
が
明
確
な
主
義
で
も
理
論
で
も
な
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
多
く
の
論
者
が
こ
の
概
念
の
も
と
に
参
集
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
義
や
理
論
以
前
に
、

未
分
化
で
定
義
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
思
想
の
立
ち
位
置
、
そ
れ
が
同
時
代
に
有
し
た
意
義
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本

論
で
は
、「
農
民
自
治
会
」
の
「
農
民
自
治
」
概
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
ず

下
中
に
よ
る
「
農
民
自
治
」
の
提
起
、
次
い
で
『
農
民
自
治
』
創
刊
号
に
お
け
る
各
論
者
の
「
農
民
自
治
」
概
念
を
参
照
し
な
が

ら
明
ら
か
に
す
る
。

一

下
中
弥
三
郎
に
よ
る
「
農
民
自
治
」
の
提
起

1

議
会
政
治
お
よ
び
普
選
に
対
す
る
批
判

「
農
民
自
治
会
」
と
い
う
団
体
名
称
を
提
案
し
、
さ
ら
に
趣
意
書
、
標
語
、
綱
領
、
規
約
の
草
案
を
書
い
た
の
は
、
下
中
弥
三

郎
（
一
八
七
八
―
一
九
六
一
）
で
あ
る
。
下
中
は
、
啓
明
会
を
創
設
し
た
教
育
家
、
平
凡
社
を
成
功
さ
せ
た
実
業
家
、
あ
る
い
は

戦
中
に
ア
ジ
ア
主
義
を
唱
え
た
国
家
主
義
者
、
世
界
連
邦
運
動
を
推
進
し
た
平
和
主
義
者
な
ど
、
様
々
に
評
さ
れ
る
人
物
で
あ

る
。
下
中
の
死
後
、
志
垣
寛
や
渋
谷
定
輔
ら
に
よ
る
下
中
弥
三
郎
伝
刊
行
会
が
彼
に
関
連
す
る
資
料
や
人
間
関
係
を
明
ら
か
に
し

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
は
「
人
間
下
中
の
全
貌
を
表
現
す
る
こ
と
が
至
難
」
で
あ
る
た
め
に
「
直
ち
に
下
中
伝
の
執
筆
に
着

手
す
る
こ
と
を
さ
け
」
た
ほ
ど
で
（
8
）

あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
〇
一
五
年
に
発
刊
さ
れ
た
中
島
岳
志
に
よ
る
伝
記
が
、
下
中
の
全
生
涯

農民自治会における「農民自治」概念の創出
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を
著
述
す
る
最
初
の
も
の
と

（
9
）

な
っ
た
。

下
中
が
「
自
治
」
と
い
う
単
語
を
革
新
的
な
社
会
構
造
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
は
一
九
二
五
年
か
ら

で
あ
り
、『
非
政
党
同
盟
の
主
張
お
よ
び
綱
領
』
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
考
え
が
示
さ
れ
て
（
10
）

い
る
。
そ
れ
ま
で
の
下
中
は
教
育
者

団
体
「
啓
明
会
」
を
主
宰
す
る
な
ど
主
に
教
育
界
で
活
動
し
て
お
り
、「
教
育
自
治
論
」
な
ど
国
家
の
指
導
か
ら
自
由
な
教
育
を

指
す
も
の
と
し
て
「
自
治
」
と
い
う
単
語
を
用
い
て
（
11
）

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
非
政
党
同
盟
」
の
主
張
で
は
、「
自
治
」
概
念
が

教
育
の
み
な
ら
ず
一
つ
の
新
た
な
社
会
の
あ
り
方
を
示
す
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

下
中
は
は
じ
め
に
、
普
選
に
触
れ
な
が
ら
問
題
提
起
を
行
う
。「
議
会
利
用
す
べ
き
か
、
議
会
否
認
す
べ
き
か
、
無
産
階
級
の

解
放
へ
の
道
は
何
れ
に
あ
る
か
、
こ
れ
は
日
本
の
官
僚
政
治
家
が
普
選
実
施
に
よ
っ
て
日
本
の
無
産
階
級
に
な
げ
与
え
た
大
き
な

一
つ
の
謎
で
あ
る
」。
実
際
に
多
く
の
「
労
働
運
動
、
社
会
運
動
、
農
民
運
動
」
が
普
選
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
が
、「
普
選
に
よ

る
議
会
政
治
は
、（
…
…
）
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
戦
意
を
に
ぶ
ら
す
方
策
」
だ
と
い
う
の
が
下
中
の
考
え
で
あ
っ
た
。
下
中
は
普
選

に
つ
い
て
、「
現
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
多
数
民
衆
の
幸
福
へ
の
方
式
で
は
な
く
て
、
民
衆
の
た
め
の
政
治
を
行
う
よ
う
な
や
さ
し

げ
な
面
が
ま
え
は
し
て
い
て
も
、
腹
の
底
は
、
民
衆
を
ま
る
め
こ
も
う
と
す
る
一
つ
の
手
段
、
明
ら
か
に
支
配
階
級
の
方
式
」
で

あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
国
内
の
分
析
お
よ
び
海
外
事
例
と
の
比
較
を
も
っ
て
そ
の
根
拠
を
述
べ
る
。

ま
ず
、「
本
来
議
会
政
治
は
知
識
政
治
で
あ
る
」
ゆ
え
に
、「
勢
い
、
知
識
あ
る
も
の
政
治
生
活
に
適
す
る
も
の
『
所
謂
文
化

人
』
が
候
補
者
と
な
る
外
な
く
な
る
」
と
い
う
。「
貧
乏
人
と
無
教
育
、
金
持
と
教
育
」
は
相
関
関
係
に
あ
る
か
ら
、「
議
員
候
補

者
は
殆
ど
例
外
な
く
『
相
当
教
育
の
あ
る
も
の
』
で
あ
り
、
同
時
に
例
外
な
く
『
相
当
金
持
』
か
『
金
持
の
手
先
』
か
で
あ
る
」

と
し
、
無
産
階
級
が
議
員
に
な
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
前
提
に
お
い
て
、
無
産
階
級
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
候
補
者
が
期
待
で
き
る
か
。
地
方
に
お
い
て
は
、「
貧
民
の
中
に
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も
稀
に
有
識
者
」
が
存
在
す
る
が
、「
無
知
な
る
地
方
人
」
に
は
『
左
の
人
』
と
し
て
危
険
視
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
そ
の
よ
う

な
有
識
者
は
、
支
配
階
級
に
よ
る
「
教
育
」
に
よ
っ
て
「
去
勢
せ
ら
れ
た
農
民
、
利
欲
の
奴
隷
と
な
れ
る
農
民
」
の
票
田
を
買
い

集
め
る
資
金
を
も
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
「
普
選
実
施
後
の
地
方
選
出
の
代
議
士
は
、
明
白
な
地
主
級
の
金
持
か
、
で
な
く
ば
、

自
作
農
あ
る
い
は
小
作
農
の
利
害
を
重
視
す
る
と
称
し
つ
つ
商
工
資
本
党
に
巧
み
に
迎
合
す
る
協
調
主
義
の
政
治
屋
」
で
あ
り
、

「
役
人
や
教
師
や
僧
侶
な
ど
自
立
的
な
力
を
備
え
て
い
な
い
寄
生
生
活
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
大
勢
の
中
に
巻
き
こ
ま

れ
て
は
、
た
だ
、
な
る
が
ま
ま
に
な
る
外
な
い
」
と
い
う
の
が
下
中
の
主
張
で
あ
る
。
政
治
、
教
育
、
貧
富
を
絡
め
て
論
じ
る
の

は
、
延
べ
十
年
あ
ま
り
教
員
を
務
め
た
下
中
の
経
験
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
教
師
」
が
「
自
立
的
な
力
を
備
え
て

い
な
い
寄
生
生
活
者
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
啓
明
会
を
結
成
し
て
教
育
委
員
会
制
度
や
教
員
組
合
結
成
を
推
進
し
よ
う
と
し
た

下
中
の
現
状
認
識
と
地
続
き
の
批
判
で
あ
る
。

他
方
、
都
市
に
お
い
て
は
労
働
組
合
が
あ
る
が
、
選
挙
母
体
と
し
て
労
働
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
上
に
、
そ
も

そ
も
「
労
働
階
級
に
属
す
る
有
識
者
た
ち
は
、
概
ね
議
会
政
治
の
何
た
る
か
を
知
り
過
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
る
、
知
っ
て
い
る
が

故
に
、
そ
の
方
面
に
容
易
に
熱
し
て
来
な
い
」。
結
局
、「
労
働
階
級
を
売
っ
て
、
自
己
売
名
の
方
途
に
資
す
る
野
心
家
、
所
謂

『
労
働
ブ
ロ
ー
カ
ー
』」
が
現
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
下
中
は
い
う
。
加
え
て
、
す
で
に
普
通
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
る
諸
外
国
に
お

い
て
は
、「
普
選
と
無
産
階
級
の
解
放
と
の
関
係
」
は
実
験
済
み
で
あ
る
。
労
働
者
が
選
出
し
た
『
俺
達
の
味
方
』
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
に
懐
柔
さ
れ
、
年
金
政
策
や
組
合
法
の
改
正
に
努
力
す
る
よ
う
な
「
改
良
派
に
早
が
わ
り
」
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
サ
ン

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
労
働
組
合
主
義
は
、
議
会
を
活
用
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
気
付
い
た
労
働
者
の
間
で
生
ま
れ
て
き
た
の

で
あ
り
、
議
会
に
選
出
し
た
『
俺
達
の
味
方
』
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
気
付
い
た
人
々
の
間
に
芽
生
え
た
も
の
で
あ
る
と
下
中
は

説
明
（
12
）

す
る
。
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以
上
が
、
下
中
の
普
選
批
判
の
要
旨
で
あ
る
。
最
後
に
下
中
は
言
う
。「
真
に
目
覚
め
た
日
本
の
労
働
階
級
は
、
普
選
が
実
施

せ
ら
れ
て
も
従
来
の
態
度
を
一
変
す
る
ご
と
き
こ
と
は
恐
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
従
来
の
議
会
否
認
の
労
働
組
合
主
義

を
固
持
し
て
動
か
な
い
で
あ
（
13
）

ろ
う
」。

下
中
は
こ
こ
で
、
議
会
が
社
会
「
改
良
」
を
行
い
う
る
こ
と
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
十
分
で
は
な
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
下
中
の
考
え
て
い
た
理
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、『
自
治
社
会
』
で
あ
っ

た
。

2

理
想
と
し
て
の
「
自
治
」
社
会

以
上
の
論
の
展
開
に
続
け
て
、
下
中
は
次
の
よ
う
に
理
想
を
語
る
。

「
理
想
の
社
会
は
、
支
配
す
る
も
の
と
支
配
さ
れ
る
も
の
と
の
存
在
せ
ぬ
社
会
で
あ
る
。
支
配
な
き
社
会
で
あ
る
。
政
治
な
き

社
会
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
の
『
自
治
社
会
』
で
あ
る
」。
こ
れ
が
、
下
中
の
語
る
理
想
の
社
会
像
で
あ
る
。
真
の
「
自
治
社

会
」。
そ
れ
は
「
支
配
」
や
「
政
治
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。「
真
の
『
自
由
』、
真
の
『
平
等
』、
真
の
『
正
義
』、
そ
れ
が
完
全

に
体
現
せ
ら
れ
人
間
社
会
、
私
ど
も
は
そ
れ
を
頭
に
書
く
だ
け
の
自
由
は
ど
う
し
て
も
有
っ
て
い
た
い
。
そ
う
し
て
こ
の
理
想
の

把
持
か
ら
出
発
し
て
現
実
当
面
の
問
題
を
直
観
し
た
い
」。
こ
れ
は
仮
に
普
選
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
も
、
到
達
し
う
る
理
想
で
は

な
い
と
下
中
は
述
べ
る

。
下
中
の
「
自
治
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
政
治
」、
一
義
的
に
は
普
通
選
挙
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い

る
日
本
の
国
政
、
ひ
い
て
は
議
会
制
民
主
主
義
と
そ
れ
に
付
随
す
る
政
党
政
治
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
政
治
」
と

「
自
治
」
と
い
う
対
立
項
が
、
こ
の
後
一
九
三
〇
年
代
に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
「
自
治
」
概
念
の
嚆
矢
で
（
14
）

あ
る
。

教
育
者
で
あ
っ
た
下
中
は
、「
議
会
政
治
」
を
「
知
識
政
治
」
と
と
ら
え
た
。
貧
困
と
結
び
つ
い
た
「
無
教
育
」
の
も
と
に
あ
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る
農
民
や
労
働
者
に
と
っ
て
は
、「
知
識
政
治
」
に
参
入
し
彼
ら
の
要
望
を
実
現
さ
せ
る
手
段
が
な
い
。
議
会
制
が
導
入
さ
れ
普

選
が
実
現
し
て
も
、
所
得
の
差
、
知
識
の
差
が
結
局
は
「
自
由
」「
平
等
」「
正
義
」
の
実
現
を
妨
げ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
克
服
す

る
た
め
に
は
、
政
党
や
議
会
、
言
い
換
え
れ
ば
「
金
権
」
や
「
知
識
」
と
切
り
離
さ
れ
た
、
農
村
あ
る
い
は
労
働
者
集
団
独
自
の

意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
、
国
家
の
政
治
と
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
、
こ
れ
が
下
中

の
提
起
し
た
「
自
治
」
概
念
の
基
本
的
な
立
脚
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
下
中
が
ま
ず
、「
自
治
」
と
い
う
概
念
を
「
政
治
」
と
い
う
概
念
と
の
対
比
に
よ
っ
て
定
義
し
た
、
と
い
う
点
が

重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
具
体
的
な
方
法
論
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
下
中
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
も
の
は

米
国
で
Ａ
・
Ｃ
・
タ
ウ
ン
リ
ー
ら
に
よ
り
率
い
ら
れ
たN

on-partisan
League

（N
PL

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
非
政
党
同
盟
」
と

い
う
和
訳
を
あ
て
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
後
半
で
詳
述
し
て
（
15
）

い
る
。N

PL

は
第
一
次
大
戦
後
の
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
で
、
米
国
に
お
け

るA
m
erican

Federation
of
Labor
（A

FL
）
の
台
頭
と
と
も
に
生
ま
れ
て
き
た
非
常
に
大
規
模
な
団
体
で
あ
っ
た
。A

FL

は
労

働
組
合
で
あ
り
、N

PL

はN
on-Partisan

、
つ
ま
り
非
―

党
派
を
主
張
す
る
政
治
同
盟
で
あ
る
。N

PL

は
政
党
か
ら
独
立
し
、
政

党
の
差
異
を
超
え
て
独
自
の
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
で
州
の
自
治
を
実
現
す
る
た
め
の
政
治
団
体
で
あ
り
、
当
初
の
具
体
的
な
活

動
と
し
て
は
、
州
外
の
市
場
環
境
に
支
配
さ
れ
て
い
た
穀
物
価
格
と
市
場
取
引
の
掌
握
な
ど
が
あ
っ
た
。

普
選
批
判
と
し
て
の
「
政
治
」
否
定
と
「
自
治
」
へ
の
志
向
に
よ
り
、
下
中
はN

PL

を
参
照
し
て
「
非
政
党
同
盟
」
と
い
う

団
体
の
設
立
を
試
み
る
。
下
中
は
「
非
政
党
同
盟
」
を
、「
産
業
組
合
を
重
心
と
す
る
政
治
的
組
織
」
と
表
現
す
る
。「
非
政
党
同

盟
の
運
動
は
一
の
農
村
組
合
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
に
農
村
組
合
運
動
と
い
え
ば
、
農
村
に
お
け
る
生
産
消
費
に
関
す
る

産
業
組
合
運
動
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
非
政
党
同
盟
の
運
動
は
、
そ
の
名
の
示
す
が
如
く
明
ら
か
に
政
治
的
目
的
を
有
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
政
治
的
目
的
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
政
治
の
実
質
内
容
を
農
村
に
お
け
る
生
産
消
費
の
諸
問
題
の
自
治
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自
律
自
給
自
営
と
い
う
に
お
く
が
故
に
、
一
般
政
治
運
動
と
そ
の
趣
を
異
に
す
る
も
の
な
の
で
（
16
）

あ
る
」。
つ
ま
り
非
政
党
同
盟
は
、

通
常
経
済
活
動
の
た
め
に
組
織
さ
れ
る
組
合
と
は
異
な
り
政
治
的
目
的
を
有
す
る
が
、
政
治
団
体
と
は
異
な
り
農
村
の
自
治
自
給

の
た
め
に
政
治
運
動
を
行
う
も
の
と
さ
れ
る
。
政
治
課
題
の
焦
点
は
「
生
産
消
費
の
諸
問
題
の
自
治
」
で
あ
り
、
農
村
の
経
済
的

自
立
と
政
治
的
自
律
が
相
似
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
活
動
の
な
か
で
「
自
治
」
概
念
の
よ
り
具
体
的
な
像
が

描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、「
非
政
党
同
盟
」
の
運
動
自
体
は
広
が
り
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に

舞
い
込
ん
だ
の
が
「
農
民
自
治
会
」
の
話
で
あ
る
。

3
「
農
民
自
治
会
」
の
創
設

農
民
の
組
織
化
の
話
は
も
と
も
と
、
渋
谷
定
輔
が
中
西
伊
之
助
に
持
ち
込
ん
だ
企
画
で
あ
っ
た
。
渋
谷
定
輔
（
一
九
〇
五
―
一

九
八
九
）
は
埼
玉
県
入
間
郡
南
畑
村
（
現
在
の
富
士
見
市
）
の
自
小
作
農
家
の
長
男
で
あ
り
、
中
西
伊
之
助
（
一
八
八
七
―
一
九

五
八
）
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
家
、
労
働
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
渋
谷
は
、
中
西
に
「
新
し
い
自
主
的
な
農
民
組
織

に
つ
い
て
相
談
し
て
み
た
い
と
考
え
」、
半
ば
突
発
的
に
上
京
し
、
中
西
に
提
案
を
持
ち
か
け
た
。
そ
の
夜
、
渋
谷
と
中
西
は

「
新
し
い
農
民
組
織
を
つ
く
る
こ
と
」
を
遅
く
ま
で
論
じ
あ
っ
て
い
た
と
（
17
）

い
う
。

一
九
二
五
年
十
一
月
、
中
西
伊
之
助
は
渋
谷
定
輔
と
立
案
し
た
農
民
組
織
の
構
想
を
下
中
弥
三
郎
に
話
し
た
。
下
中
は
「
大
賛

成
」
し
、「
農
民
自
治
会
」
と
い
う
団
体
名
称
を
提
案
し
、
さ
ら
に
趣
意
書
、
標
語
、
綱
領
、
規
約
の
草
案
を
書
（
18
）

い
た
。
こ
こ
に
、

農
民
自
治
会
が
誕
生
し
た
。
こ
の
団
体
に
「
農
民
自
治
会
」
と
い
う
名
を
付
け
、
言
葉
に
よ
っ
て
形
を
与
え
た
の
は
下
中
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

さ
っ
そ
く
翌
十
二
月
に
下
中
、
中
西
、
渋
谷
の
ほ
か
石
川
三
四
郎
、
竹
内
愛
国
、
大
西
吾
一
、
川
合
仁
も
参
集
し
て
開
か
れ
た
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「
農
民
自
治
会
創
立
委
員
会
」
に
お
い
て
、
農
民
自
治
会
の
発
足
が
決
定
（
19
）

し
た
。
そ
の
綱
領
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、
農
耕
土
地
の
自
治
的
社
会
化

1
．
他
町
村
人
の
所
有
土
地
漸
減
。

2
．
他
町
村
人
所
有
地
に
対
す
る
町
村
費
の
割
増
賦
課
。

3
．
不
耕
作
者
土
地
所
有
の
漸
減
。

4
．
自
発
的
土
地
寄
進
の
漸
増
。

5
．
自
治
体
共
有
土
地
の
漸
増
。

6
．
小
作
制
度
の
漸
次
的
廃
止
。

二
、
生
産
消
費
の
組
合
的
経
営

1
．
信
用
制
度
に
よ
る
金
融
機
関
。

2
．
食
料
、
衣
料
、
日
用
品
、
農
具
、
種
子
、
肥
料
等
の
共
同
購
買
販
売
。

3
．
農
業
倉
庫
の
組
合
的
経
営
。

4
．
組
合
ま
た
は
組
合
連
合
の
小
工
業
経
営
。

5
．
農
具
、
牛
馬
、
水
利
電
利
の
共
同
利
用
。

6
．
共
同
耕
作
の
漸
次
的
実
施
。

三
、
農
村
文
化
の
自
治
的
建
設

1
．
初
等
教
育
の
機
会
均
等
。
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（
無
月
謝
、
学
用
品
、
被
服
等
の
公
給
）

2
．
自
治
田
を
設
け
て
青
年
団
処
女
会
こ
れ
を
耕
し
、
そ
の
生
産
物
を
費
用
に
充
つ
る
農
村
簡
易
中
学
の
経
営
。

3
．
共
営
土
地
の
収
穫
を
財
源
と
す
る
自
由
大
学
の
設
営
。

4
．
図
書
館
、
公
会
堂
、
研
究
所
の
設
営
。

5
．
娯
楽
諸
機
関
の
公
営
。

6
．
保
健
設
備
の
公
営
。

四
、
非
政
党
的
自
治
制
の
実
現

1
．
農
民
の
非
政
党
的
結
束
に
よ
る
地
方
政
争
の
排
斥
。

2
．
農
民
自
治
を
破
壊
す
る
如
き
悪
法
の
廃
止
。

3
．
行
政
組
織
の
地
（
20
）

方
化
。

こ
の
綱
領
は
、
下
中
の
「
自
治
」
概
念
、「
自
治
社
会
」
の
像
が
掘
り
下
げ
ら
れ
、
投
影
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
、
地
主
や
不
耕
作
者
か
ら
土
地
を
何
ら
か
の
方
法
で
回
収
し
「
自
治
体
共
有
土
地
の
漸
増
」
を
進
め
、
小
作
制
度
を
漸
次

的
に
廃
止
さ
せ
る
。
自
治
体
に
よ
る
共
同
耕
作
で
あ
る
。
生
産
消
費
組
合
は
自
治
社
会
を
外
部
の
経
済
か
ら
切
り
離
し
、
イ
ン
フ

ラ
か
ら
日
用
品
ま
で
共
同
で
経
営
、
売
買
す
る
。
教
育
・
保
健
機
関
も
公
営
す
る
。「
自
治
田
を
設
け
て
青
年
団
処
女
会
こ
れ
を

耕
し
、
そ
の
生
産
物
を
費
用
に
充
つ
る
農
村
簡
易
中
学
の
経
営
」
は
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
教
育
方
法
を
も
と
に
し
た
も
の

で
（
21
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
体
と
な
る
の
が
農
民
の
非
政
党
的
結
束
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
組
合
や
地
方
化
さ
れ
た
行
政
組

織
、
自
治
体
で
あ
る
。
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下
中
は
、
そ
れ
ま
で
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
方
法
論
と
し
て
同
時
代
に
持
て
囃
さ
れ
て
い
た
議
会
や
選
挙
、
政
党
を
「
政
治
」

と
い
う
言
葉
で
代
表
さ
せ
て
ひ
と
く
く
り
に
批
判
し
、
そ
の
対
立
項
と
し
て
「
自
治
」
と
い
う
概
念
を
設
定
し
た
。「
貧
乏
」「
無

教
育
」「
無
知
」
な
地
方
の
農
民
に
と
っ
て
は
、
普
選
は
人
民
操
作
の
手
段
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
こ
と
、
普
選
は
民
主
主
義

の
手
段
で
も
農
民
の
自
由
の
た
め
の
手
段
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
下
中
の
現
状
分
析
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て

「
綱
領
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
下
中
の
提
案
は
、「
自
治
」
の
空
間
を
、
あ
る
個
人
と
そ
の
個
人
が
生
活
の
中
で
関
係
し
交
渉
す
る

農
村
と
い
う
空
間
に
限
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
下
中
は
一
方
で
、「
農
民
」
の
組
合
に
よ
り
政
策
と
経
済
を
自
立
的
に
支
配
す

る
と
仮
定
す
る
こ
と
で
、
議
会
主
義
で
は
実
現
で
き
な
い
直
接
民
主
制
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
社
会
主
義
的

政
策
と
経
済
的
独
立
を
実
現
す
る
よ
う
な
農
村
の
創
設
と
運
営
を
行
う
主
体
と
し
て
「
農
民
」
を
措
定
し
た
の
で
あ
る
。

下
中
の
「
自
治
」
概
念
は
「
農
民
自
治
」
の
提
示
を
通
じ
て
現
実
に
適
用
さ
れ
る
社
会
論
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
し

て
、
こ
の
「
農
民
自
治
」
の
旗
の
も
と
に
集
っ
た
論
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
治
」
論
を
有
し
て
い
た
。
次
章
で
は
、
下
中
の

「
自
治
」
が
は
ら
む
問
題
点
を
確
認
し
た
上
で
、
他
の
論
者
が
行
っ
た
「
自
治
」
の
定
義
と
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

二
『
農
民
自
治
』
創
刊
号
に
お
け
る
自
治
概
念

1

下
中
に
お
け
る
「
自
治
」
の
主
体
と
し
て
の
「
農
民
」

「
綱
領
」
の
中
で
下
中
が
「
初
等
教
育
の
機
会
均
等
」
や
「
自
由
大
学
」
な
ど
「
教
育
」
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
下
中
が
支
配

階
級
の
「
教
育
」
に
よ
っ
て
「
去
勢
」
さ
せ
ら
れ
た
農
民
を
、
農
村
経
営
の
主
体
と
し
て
改
め
て
「
教
育
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
下
中
が
「
農
民
」
に
よ
る
「
自
治
」
を
論
じ
て
い
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
た

め
に
「
農
民
」
は
他
者
か
ら
「
教
育
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
自
治
」
と
「
教
育
」
と
の
間
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
啓

蒙
主
義
的
思
想
の
表
れ
で
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。「
農
民
自
治
会
」
の
機
関
誌
は
『
農
民
自
治
』
で
あ
っ
た
が
、
創
刊

号
の
み
『
自
治
農
民
』
と
い
う
名
称
で

（
22
）

あ
っ
た
。
渋
谷
は
創
刊
号
の
営
業
を
地
元
埼
玉
で
行
い
、「
会
名
と
機
関
誌
名
が
同
一
で

あ
る
ほ
う
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
て
、
宣
伝
的
に
効
果
が
あ
る
」
と
考
え
、『
自
治
農
民
』
を
『
農
民
自
治
』
に
改
名
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
下
中
は
、「
農
民
自
治
運
動
を
通
じ
て
、�
自
治
農
民
�
を
つ
く
る
こ
と
が
目
的
な
の
だ
か
ら
、
誌

名
は
『
自
治
農
民
』
で
い
い
」
と

（
23
）

言
っ
た
。
ま
さ
に
、「
農
民
自
治
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
お
い
て
「
農
民
」
を
教
育
し
、「
自
治
農

民
」
を
生
み
出
す
と
い
う
下
中
の
理
念
が
、
機
関
誌
の
名
称
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
渋
谷
の
提
案
が
受
け
入
れ

ら
れ
て
、
二
号
以
降
は
『
農
民
自
治
』
と
い
う
誌
名
と

（
24
）

な
っ
た
。

こ
の
問
題
は
、「
自
治
」
概
念
そ
の
も
の
の
独
自
性
も
揺
る
が
す
。
農
民
は
「
自
治
」
の
主
体
で
あ
り
、「
自
治
」
を
遂
行
す
る

た
め
に
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
下
中
の
論
理
は
、
農
民
を
無
産
階
級
に
、
自
治
を
革
命
に
置
き
換
え
れ
ば
、「
大

衆
の
中
へ
！
」
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
時
期
の
山
川
均
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
（
25
）

あ
る
。
下
中

が
「
農
民
」
と
表
現
す
る
と
き
、
そ
れ
は
日
本
全
国
の
あ
ら
ゆ
る
農
村
、
農
家
が
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
農
村
の
独
自
性

や
差
異
が
捨
象
さ
れ
、
そ
も
そ
も
同
質
の
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。『
農
民
自
治
』
創
刊
前
に
「
農
民
自
治
会
綱
領
」
と
共
に

示
さ
れ
た
「
農
民
自
治
会
全
国
連
合
規
約
（
草
案
）」
及
び
「
農
民
自
治
会
規
約
（
標
準
規
約
（
26
）

草
案
）」
で
は
、「
農
民
自
治
会
」

が
農
村
に
お
い
て
「
自
治
」
の
主
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
会
の
事
業
と
し
て
、
綱
領
実
現
の
た
め
の
調

査
、
農
民
学
校
の
経
営
、
他
の
自
治
会
や
中
央
連
合
へ
の
連
絡
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
国
連
合
の
出
先
機
関
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と
し
て
の
事
業
内
容
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
個
々
の
農
村
に
在
す
る
農
民
自
治
会
は
中
央
か
ら
の
啓
蒙
を

「
農
民
」
に
届
け
る
連
絡
係
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
全
八
条
の
標
準
規
約
草
案
の
最
終
条
項
が
「
本
会
員
は
、

農
民
自
治
会
中
央
連
合
に
て
発
行
す
る
機
関
紙
『
農
民
自
治
』
の
配
布
を
受
く
」
と
さ
れ
、
機
関
紙
を
通
じ
た
啓
蒙
活
動
が
重
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
規
約
」
で
は
「
綱
領
」
の
理
念
と
は
裏
腹
に
、
階
層
的
で

画
一
的
な
会
の
「
連
合
」
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
産
党
に
よ
る
党
の
全
国
的
団
結
と
も
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

に
よ
る
組
合
の
自
由
連
合
と
も
異
な
る
「
農
民
」
に
よ
る
社
会
の
「
自
治
」
と
い
う
下
中
の
論
理
は
、
農
村
と
い
う
限
定
さ
れ
た

空
間
で
「
無
知
」
と
「
貧
困
」
の
中
で
生
活
し
、「
農
民
自
治
会
」
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
み
を
通
し
て
教
育
と
統
合
が
行
わ
れ

る
べ
き
「
農
民
」
と
い
う
集
団
を
想
定
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

2

石
川
三
四
郎
に
お
け
る
「
自
治
」
と
「
土
民
生
活
」

下
中
が
提
起
し
た
「
自
治
」
概
念
と
「
自
治
社
会
」
の
像
に
対
し
て
、
他
の
論
者
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

冒
頭
に
触
れ
た
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
、
そ
れ
ら
は
一
貫
し
た
論
理
を
も
た
ず
、
各
々
が
別
々
の
定
義
を
有
し
て

い
た
と
い
え
る
。
他
方
で
、『
農
民
自
治
』
創
刊
号
に
お
い
て
各
々
の
論
者
が
「
自
治
」
と
い
う
概
念
の
地
平
で
相
ま
み
え
た
こ

と
は
、
同
時
代
に
お
い
て
「
自
治
」
と
い
う
概
念
が
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
農
民
自
治
』
創
刊
号
の

冒
頭
は
、
下
中
が
起
草
し
た
「
標
語
」
と
、
渋
谷
の
詩
「
野
良
で
」
が
一
頁
に
二
段
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
標
語
に
は
、

一
、
農
民
自
治
の
精
神
に
基
き
農
民
生
活
の
向
上
を
期
す

二
、
協
同
扶
助
の
精
神
を
以
て
友
愛
の
実
を
挙
げ
ん
こ
と
を
期
す
。
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三
、
都
会
文
化
を
否
定
し
農
村
文
化
を
高
調
す

と
掲
げ
ら
（
27
）

れ
た
。
以
下
に
論
じ
る
通
り
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
各
論
者
の
間
で
共
有
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
食
い
違
っ
て
い
る
こ

と
が
こ
の
時
代
の
思
想
史
的
課
題
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
前
述
の
下
中
の
自
治
概
念
と
他
の
論
者
の
自
治
概
念
と
を
比
較
す
る

こ
と
で
、
こ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

石
川
三
四
郎
（
一
八
七
六
―
一
九
五
六
）
は
会
の
創
立
時
の
主
要
な
一
員
で
あ
り
、『
農
民
自
治
』
創
刊
号
冒
頭
の
寄
稿
「
吾

等
の
使
命
」
は
、
石
川
に
よ
る
も
の
で

（
28
）

あ
っ
た
。
石
川
は
平
民
社
へ
の
参
加
や
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
と
の
交
友
、
雑
誌
『
デ
ィ
ナ
ミ
ッ

ク
』
の
創
刊
な
ど
多
彩
な
活
動
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
「
農
民
自
治
会
」
に
つ
い
て
は
、
関
東
大
震
災
以
降
に
立
ち
上
が
っ

た
あ
ら
ゆ
る
団
体
や
運
動
の
中
で
「
私
の
最
も
深
く
共
鳴
し
た
」
運
動
と
し
て
、
自
叙
伝
の
中
で
名
前
を
挙
げ
て
（
29
）

い
る
。
石
川

は
、
そ
の
思
想
と
活
動
の
幅
広
さ
に
よ
っ
て
多
様
な
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
こ
の
時
代
の
石
川
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と

評
さ
れ
る
こ
と
が
（
30
）

多
い
。
ま
た
、
農
民
自
治
会
に
関
与
し
て
以
降
の
石
川
を
農
本
思
想
的
側
面
か
ら
分
析
し
た
研
究
も
（
31
）

あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
評
価
か
ら
一
旦
離
れ
て
、
政
党
批
判
か
ら
農
民
自
治
へ
と
つ
な
が
る
石
川
の
「
自
治
」
概
念
に
注

目
し
た
い
。

石
川
は
「
自
治
は
万
物
自
然
の
生
活
法
則
で
、
こ
の
法
則
は
人
間
に
も
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
平

等
、
平
和
の
協
同
生
活
に
立
ち
帰
り
、（
…
…
）
自
然
の
芸
術
の
芳
烈
な
る
生
活
を
自
ら
誇
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ

の
う
え
で
、
自
治
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
先
ず
吾
等
農
民
が
自
ら
目
覚
め
て
真
に
土
の
民
衆
た
る
本
来
の
自

己
に
立
ち
還
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
土
の
民
衆
と
な
っ
て
、
世
界
の
農
作
と
工
業
と
生
産
と
交
換
と
を
自
分
自
身
の
掌
中
に
回
復

す
る
こ
と
で
（
32
）

あ
る
」。
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こ
こ
で
「
世
界
の
農
作
と
工
業
と
生
産
と
交
換
と
を
自
分
自
身
の
掌
中
に
回
復
す
る
」
と
は
、
具
体
的
に
は
農
民
に
よ
る
組
合

に
よ
る
農
村
運
営
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
農
民
自
治
会
を
立
ち
上
げ
た
経
緯
に
つ
い
て
、「
私
は
日
本
の
農
民
の
間
に
自
主
的
の

組
合
運
動
の
な
い
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
、
ま
ず
こ
の
運
動
か
ら
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
と
、（
…
…
）
ま
も
な
く
農
民
自
治
会
の
組
織
が
試
み
ら
れ
た
」
と
石
川
が
自
叙
伝
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
石
川
に

と
っ
て
農
民
自
治
会
の
運
動
は
、
農
民
に
よ
る
組
合
運
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
（
33
）

い
た
。

松
田
道
雄
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
一
九
〇
六
年
の
「
堺
兄
に
与
え
て
政
党
を
論
ず
」
か
ら
石
川
、
ひ
い
て
は
日
本
の
ア

ナ
ー
キ
ズ
ム
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
述
べ
て
（
34
）

い
る
。
こ
の
と
き
の
論
点
は
日
本
社
会
党
批
判
、
さ
ら
に
い
え
ば
社
会
主
義
に
お
け
る

政
党
批
判
で

（
35
）

あ
っ
た
。「
想
う
に
、
政
党
な
る
も
の
は
、
新
た
に
改
革
の
元
気
を
人
民
の
中
に
奮
興
す
る
ゆ
え
ん
の
道
に
あ
ら
ず

し
て
、
む
し
ろ
す
で
に
奮
起
せ
る
人
心
を
寛
和
統
率
す
る
の
一
手
段
に
過
ぎ
ず
」
と
石
川
は
（
36
）

い
う
。
つ
ま
り
、
既
存
の
権
力
体
制

で
あ
る
議
会
政
治
や
政
党
政
治
に
対
抗
す
る
「
組
合
」
に
よ
る
「
自
治
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
前
述
し
た
下
中
の
議
会
政
治
批

判
と
石
川
の
政
党
批
判
と
の
間
に
、
明
ら
か
な
共
通
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
が
「
自
治
」
の
概
念
を
通
じ
て
共
鳴
し
た
点

は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
自
治
を
行
う
団
体
を
下
中
は
「
自
治
体
」、
石
川
は
「
組
合
」
と
表
現
し
た
が
、
そ
の
担
い
手

と
し
て
農
民
が
中
心
に
想
定
さ
れ
て
い
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
下
中
が
農
民
を
啓
蒙
さ
れ
る
べ
き
主
体
と
し
て
対
象
化
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
石
川
の

考
え
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
な
例
は
、
創
刊
号
が
出
た
一
九
二
六
年
の
十
二
月
三
日
に
石
川
が

行
っ
た
「
土
の
権
威
」
と
い
う
講
演
で
あ
る
。
石
川
は
次
の
よ
う
に
演
説
し
た
。「
今
日
の
農
民
は
土
の
上
に
生
活
は
し
て
い
る

も
の
の
、
都
会
の
商
業
主
義
に
感
染
し
て
多
く
の
幻
と
迷
い
と
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
即
ち
土
を
虐
待
し
土
を
汚
し
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。（
…
…
）
又
、
我
々
の
如
く
単
に
農
民
自
治
会
を
起
こ
す
こ
と
が
直
ち
に
土
に
忠
実
な
所
以
で
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は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
に
土
に
か
え
る
こ
と
は
我
々
の
原
始
生
活
を
こ
の
現
在
社
会
に
恢
復
す
る
こ
と
で
あ
り
（
37
）

ま
す
」。
石
川
は
農

民
を
「
土
の
民
衆
」
と
し
て
啓
蒙
し
、「
原
始
生
活
を
こ
の
現
在
社
会
に
恢
復
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
な
さ
れ
る
「
原
始
生
活
」
を
、
石
川
は
「
土
民
生
活
」
と
表
現
し
て
い
る
。

渋
谷
定
輔
は
ま
さ
に
一
人
の
農
民
と
し
て
こ
の
講
演
を
聴
い
て
い
た
が
、「
現
実
の
農
民
生
活
と
の
関
連
の
中
で
石
川
氏
の
思

想
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
を
抱
い
た
。
渋
谷
は
、
一
方

で
石
川
の
議
論
と
、
他
方
で
渋
谷
の
い
る
村
で
の
具
体
的
問
題
―
―
例
え
ば
「
生
産
米
検
査
に
対
す
る
不
当
な
等
級
」
―
―
と
い

う
、「
原
理
と
日
常
性
を
ど
こ
で
結
合
さ
せ
る
の
か
、
そ
の
点
ま
で
研
究
し
な
い
と
思
想
の
有
効
性
が
な
い
」
と
鋭
く
指
摘
し
て

（
38
）

い
る
。
現
に
田
畑
で
土
に
ま
み
れ
て
家
族
を
養
う
た
め
に
働
い
て
い
る
農
民
に
と
っ
て
は
、「
今
日
の
農
民
は
（
…
…
）
土
を
虐

待
し
土
を
汚
し
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
た
上
に
、「
真
に
土
に
か
え
る
こ
と
は
我
々
の
原
始
生
活
を
こ
の
現
在
社
会
に
恢
復
す
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
提
案
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
現
実
離
れ
し
た
一
方
的
な
言
明
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
空
想
性
こ
そ
が
下
中
や
石
川
に
「
自
治
社
会
」
の
構
想
を
可
能
に
さ
せ
た
と
い
う
側
面
も
、
ま
た
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
石
川
は
こ
の
後
、
世
田
谷
の
小
屋
と
畑
を
入
手
し
、
知
人
と
協
力
し
て
実
際
に
自
給
自
足
の
生
活
、「
土

民
生
活
」
の
実
践
を
試
み
る
が
、
そ
の
試
み
は
失
敗
し
、
そ
の
現
実
の
前
に
「
自
治
社
会
」
創
造
の
契
機
も
霧
消
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
か
ら
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
発
行
や
雑
誌
『
デ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
』
の
創
刊
な
ど
を
通
じ
て
「
土
民
生
活
」
の
主
張
を
続
け

て
い
た
石
川
で
あ
っ
た
が
、
最
後
ま
で
農
民
を
巻
き
込
ん
だ
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

3

中
西
伊
之
助
の
「
自
治
」
と
都
会
批
判

石
川
三
四
郎
の
論
に
続
く
の
は
、
中
西
伊
之
助
の
「
農
民
自
治
と
は
何
ぞ
」
と
い
う
論
考
で
あ
る
。
下
中
や
石
川
の
批
判
と
主
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張
が
議
会
や
政
党
の
制
度
批
判
的
論
点
に
立
脚
し
て
い
た
の
に
対
し
、
中
西
の
議
論
に
は
農
村
対
都
会
と
い
う
対
立
項
が
導
入
さ

れ
る
。
下
中
と
石
川
に
も
都
会
批
判
の
契
機
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
商
業
主
義
」「
資
本
主
義
」
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、

そ
の
主
義
や
制
度
の
抑
圧
は
被
支
配
階
級
に
あ
ま
ね
く
広
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
西

の
都
会
批
判
は
、
都
会
の
無
産
階
級
、
都
会
の
労
働
者
の
さ
ら
に
下
に
「
無
産
農
民
」
と
い
う
階
級
が
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で

あ
り
、
新
た
な
階
級
論
を
提
示
し
て
い
る
。

中
西
は
、「
無
産
農
民
は
、
二
重
に
自
分
の
血
を
絞
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
つ
は
、
そ
の
地
主
か
ら
直
接

に
、
そ
の
二
つ
は
、
都
会
か
ら
間
接
に
」
と
主
張
す
る
。
中
西
の
こ
の
言
明
は
、
従
来
の
都
市
の
工
場
労
働
者
を
中
心
と
し
た
社

会
主
義
運
動
一
般
を
、「
都
会
」
と
い
う
地
理
的
な
軸
に
よ
っ
て
ま
る
ご
と
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
。「
同
じ
無
産
階
級
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
都
会
の
労
働
者
は
、
都
会
人
と
い
う
『
特
権
階
級
』
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
お
か
げ
で
、
田
舎
の
無
産
階
級
よ
り
も

い
い
待
遇
を
、
資
本
主
義
社
会
か
ら
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
同
じ
階
級
で
あ
り
な
が
ら
、
都
会
の
労

働
者
は
、
田
舎
の
労
働
者
か
ら
、
上
前
を
は
ね
て
い
る
の
で
あ
る
」。
中
西
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
都
会
と
田
舎
は
「
利
益
相
反
す

る
立
場
」
に
あ
り
、「
農
村
を
救
う
の
は
、
都
会
を
縮
小
し
、
衰
減
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
農
民
運
動

が
農
民
自
身
の
解
放
を
目
的
と
す
べ
き
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、「
今
や
、
農
民
は
、
農
民
自
治
を
叫
ん
で
、
か
く
の
如

き
都
会
支
配
の
運
動
か
ら
目
ざ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
農
民
運
動
の
真
の
目
標
で
あ
る
、
農
民
自
治
主
義
、
農
村
文
化
主
義

に
か
え
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
に
帰
結
（
39
）

す
る
。

中
西
は
、
議
会
制
度
や
政
党
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
下
中
や
石
川
に
あ
っ
た
よ
う
な
「
政
治
」
対
「
自
治
」

と
い
う
契
機
が
存
在
し
な
い
。「
無
産
農
民
は
、
二
重
に
自
分
の
血
を
絞
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
表
現

は
、「
都
会
の
労
働
者
」
と
「
農
民
」
は
対
立
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
明
白
な
階
級
構
造
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
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指
し
示
し
て
お
り
、
中
西
は
「
上
前
を
は
ね
て
い
る
」
と
書
き
「
都
会
の
労
働
者
」
が
搾
取
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
中
西
に
と
っ
て
の
「
自
治
」
は
、「
地
主
」
と
「
都
会
」
と
い
う
、
二
つ
の
階
級
か
ら
の
独
立
を
目
指
し
た
概
念
だ
っ

た
の
で
（
40
）

あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
小
林
千
枝
子
の
研
究
に
お
い
て
「
中
西
の
「
自
治
」
論
は
政
治
運
動
論
と
し

て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
小
説
の
な
か
で
個
人
の
発
達
過
程
に
お
け
る
「
自
治
」
が
描
か
れ
は
し
て
も
、
教
育
論
と
し
て
は
示
さ
れ

な

（
41
）

か
っ
た
」
と
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
下
中
に
あ
っ
た
「
教
育
」
と
「
自
治
」
と
の
緊
張
関
係
が
中
西
に
は
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
中
西
は
主
に
農
村
の
無
産
青
年
に
呼
び
か
け
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
を
教
育
す
る
た
め
で
な
く
、

新
時
代
を
生
き
る
若
者
が
自
発
的
に
「
自
治
」
を
獲
得
す
る
も
の
だ
と
中
西
が
推
考
し
て
い
た
所
以
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
現
に
い
ま
生
活
し
て
い
る
農
民
が
ど
の
よ
う
に
「
自
治
」
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
な
か
っ
た
。

結
論

こ
こ
ま
で
、
農
民
自
治
会
に
お
け
る
「
農
民
自
治
」
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
第
一
章
で
は
、
下
中
に
よ
る
「
農
民
自

治
」
の
提
起
を
み
た
が
、
そ
の
内
容
は
議
会
や
政
党
に
よ
る
「
政
治
」
に
対
し
て
農
民
に
よ
る
「
自
治
」
と
い
う
対
立
項
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
章
で
は
下
中
、
石
川
、
中
西
の
「
自
治
」
概
念
を
検
討
し
た
。

各
人
の
思
想
の
共
通
点
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
な
ぜ
同
時
代
に
「
農
民
自
治
」
と
い
う
概
念
が
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
各
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
立
場
は
違
え
ど
、
同
時
代
の
様
々
な
議
論
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
喧
伝
す
る

革
命
論
や
、
普
選
に
基
づ
く
議
会
主
義
が
有
す
る
マ
ク
ロ
な
理
論
や
運
動
論
の
画
一
的
で
抑
圧
的
な
議
論
を
批
判
す
る
た
め
に
、

そ
の
枠
組
み
が
前
提
と
し
て
い
る
社
会
構
造
の
外
に
あ
る
集
団
と
し
て
、
無
教
養
な
農
民
や
、
都
市
の
外
に
あ
る
階
級
と
し
て
の
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農
民
と
い
う
像
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
農
民
は
そ
れ
ま
で
の
政
治
や
運
動
か
ら
あ
ま
り
に
も
周
縁
に
置
か
れ

て
い
た
た
め
に
、
既
存
の
権
力
構
造
や
社
会
運
動
と
し
て
の
「
政
治
」
や
中
心
的
な
空
間
・
時
間
と
し
て
の
「
都
市
」
を
相
対
化

し
、
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
た
め
の
切
り
口
と
し
て
非
常
に
有
用
で

（
42
）

あ
っ
た
。
そ
の
相
対
性
、
農
民
の
立
場
の
彼
岸
性
を
表
し
て
、

「
農
民
自
治
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
、
下
中
や
石
川
、
あ
る
い
は
中
西
に
し
て
も
、
実
際
に
農
民
が
啓
蒙
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
自
治
の
主
体
に
な
る
か
ど
う

か
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
啓
蒙
さ
れ
て
お
ら
ず
主
体
的
で
も
な
い
世
界
を
生
き
る
集
団
の
最
後
の
も
の
と
し
て
、

個
々
の
農
村
の
差
異
や
文
化
を
捨
象
さ
れ
た
上
で
、「
農
民
」
が
再
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
同
時
期

に
柳
田
國
男
が
サ
ン
カ
に
つ
い
て
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
に
連
載
し
、
水
平
社
が
活
動
を
活
発
に
し
た
の
も
関
連
の
な
い
こ
と
で
は

な
い
。「
女
性
」
と
い
う
概
念
が
広
く
打
ち
出
さ
れ
た
の
も
二
〇
年
代
冒
頭
の
雑
誌
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
を
通

じ
て
進
行
し
た
、
様
々
な
人
々
、
特
に
既
存
の
権
力
や
社
会
構
造
と
切
り
離
さ
れ
た
人
々
の
発
見
と
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
、
そ
れ
ら

の
人
々
に
対
す
る
雑
誌
を
使
っ
た
都
市
か
ら
の
強
く
広
範
囲
に
わ
た
る
発
信
と
啓
蒙
と
い
う
状
況
は
、
そ
れ
ま
で
独
自
の
社
会
の

中
で
生
き
て
き
た
人
々
を
一
方
的
に
既
存
の
権
力
と
対
峙
さ
せ
、
そ
の
対
立
項
に
よ
り
既
存
の
体
制
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い

う
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
流
れ
は
従
来
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
文
脈
で
肯
定
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
、
三

〇
年
代
の
日
本
が
あ
る
意
味
で
効
率
的
に
全
体
主
義
的
か
つ
官
僚
的
な
翼
賛
体
制
を
布
く
た
め
の
、
重
要
な
基
礎
を
築
い
た
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。「
自
治
」
の
主
体
が
発
見
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
統
合
さ
れ
る
と
い
う
契
機
を
、
ま
さ
に
「
自
治
」
を
謳
っ
た
人
々

の
側
が
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
農
民
自
治
会
の
活
動
は
時
を
経
る
に
つ
れ
、
皮
肉
に
も
土
か
ら
離
れ
た
文
化
的
教
育
的
啓
蒙
活
動
と

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
「
農
民
自
治
」
概
念
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
引
き
出
す
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。「
農
民
自
治
」
の
思
想
そ
の
も
の
は
、
機
関
誌
を
『
農
民
自
治
』
か
ら
『
農
民
』
へ
と
遷
移
さ
せ
つ
つ
、
鑓
田
研
一
や
犬
田

卯
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
農
民
自
治
」
社
会
の
像
が
さ
ら
に
掘
り
下
げ
ら
れ
、
農
本
的
な
空
想
的
社
会
主
義
の

像
を
結
ん
だ
。
こ
れ
は
高
群
逸
枝
や
住
井
す
ゑ
ら
の
女
性
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
構
想
す
る
社
会
像
の
基
盤
と
な
り
、
他
方
で
延
島
英

一
な
ど
を
経
由
し
て
純
正
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
思
想
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
石
川
三
四
郎
は
「
土
民
生
活
」
の
実
行
に
は
挫
折
す

る
も
の
の
、
権
藤
成
卿
ら
の
農
本
主
義
を
批
判
し
な
が
ら
「
土
」
の
立
場
か
ら
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
貫
い
た
。
下
中
自
身
は
そ
の

後
、
運
動
を
推
し
進
め
る
た
め
に
日
本
村
治
派
同
盟
な
ど
と
連
携
し
つ
つ
政
党
の
設
立
を
目
指
し
た
。

「
農
民
自
治
」
と
い
う
概
念
は
、
理
論
的
に
は
「
農
民
」
の
「
自
治
」
を
目
指
し
な
が
ら
つ
い
に
現
実
の
「
農
民
」
を
捉
え
る

こ
と
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
思
想
的
体
系
を
有
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、「
農
民
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
を
追
い
求
め
、
最
終
的

に
は
一
九
三
三
年
の
雑
誌
『
農
民
』
の
廃
刊
に
よ
っ
て
つ
い
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
農
民
自
治
」
と
い
う
概
念
が
未
分
化
で

曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
が
む
し
ろ
、
そ
の
思
想
の
残
骸
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ
の

思
想
の
展
開
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
が
社

会
思
想
史
的
に
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
展
開
が
か
ら
ま
り
あ
い
な
が
ら
一
九
三
〇
年
代
へ
向
け
て
ど
の
よ
う
な
思
想
史
的
展

開
と
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

注（
1
）
例
え
ば
、
一
九
二
六
年
の
労
働
農
民
党
の
基
盤
は
日
本
農
民
組
合
な
ど
で
あ
っ
た
。

（
2
）
下
中
彌
三
郎
伝
刊
行
会
『
下
中
彌
三
郎
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
、
三
二
七
頁
。

（
3
）
こ
れ
に
対
し
て
、「
農
村
」
と
「
自
治
」
の
組
み
合
わ
せ
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
山
崎
延
吉
『
農
村
自
治
之
研
究
』（
永
東
書
店
、

一
九
〇
八
年
）
は
様
々
な
出
版
社
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
再
版
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
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（
4
）
岩
崎
正
弥
『
農
本
思
想
の
社
会
史
―
―
生
活
と
国
体
の
交
錯
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
一
三
五
―
七
頁
。

（
5
）
平
島
敏
幸
「
雑
誌
『
農
民
』
と
農
民
自
治
主
義
（
三
）」『
流
通
經
濟
大
學
論
集
』
四
二
巻
四
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
五
〇
二
頁
。

（
6
）
安
田
常
雄
『
暮
ら
し
の
社
会
思
想
―
そ
の
光
と
影
―
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
三
九
―
四
二
頁
。

（
7
）
長
野
県
に
つ
い
て
は
島
袋
善
弘
「
一
九
二
〇
―
三
〇
年
代
の
農
民
組
合
の
農
村
認
識
と
運
動
方
針

長
野
県
の
農
民
組
合
」（『
山
梨
国

際
研
究
』N

o.4

、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
お
よ
び
大
井
隆
男
『
農
民
自
治
運
動
史
―
転
換
期
の
青
春
群
像
―
』（
銀
河
書
房
、
一
九
八
〇

年
）。
岡
山
県
に
つ
い
て
は
小
林
千
枝
子
「
農
民
自
治
会
の
教
師
像
お
よ
び
教
育
内
容
論
の
研
究
―
岡
山
に
お
け
る
青
年
た
ち
の
学
習
活

動
と
中
西
伊
之
助
・
犬
田
卯
の
文
学
―

そ
の
3
」（『
四
国
女
子
大
学
紀
要
』
六
巻
一
号
、
一
九
八
六
年
一
二
月
）。

（
8
）
下
中
彌
三
郎
伝
刊
行
会
前
掲
書
、
五
一
五
頁
。

（
9
）
中
島
岳
志
『
下
中
彌
三
郎
―
―
ア
ジ
ア
主
義
か
ら
世
界
連
邦
運
動
へ
』
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
。

（
10
）
『
非
政
党
同
盟
の
主
張
お
よ
び
綱
領
』
は
一
九
二
五
年
八
月
発
行
で
、
下
中
が
一
九
一
九
年
に
発
足
さ
せ
た
教
育
者
団
体
「
啓
明
会
」

が
発
行
し
て
い
た
『
啓
明
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
の
第
二
冊
で
あ
る
。
内
容
は
「
1

自
治
と
政
治

2

非
政
党
同
盟
の
主
張

3

非
政

党
同
盟
の
綱
領
」
の
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
他
誌
に
投
稿
さ
れ
た
下
中
の
論
文
を
初
出
と
し
て
お
り
、
1
の
初
出
は
「
政
治

と
自
治
―
議
会
利
用
か
、
議
会
無
視
か
―
」（『
文
化
運
動
』
第
一
四
二
号
、
一
九
二
五
年
一
月
）、
2
は
「
非
政
党
同
盟
へ
―
普
選
実
施

後
に
お
け
る
農
民
の
新
し
き
結
束
―
」（『
文
化
運
動
』
第
一
四
五
号
、
一
九
二
五
年
三
・
四
月
（
下
中
弥
三
郎
『
万
人
労
働
の
教
育
―
下

中
弥
三
郎
教
育
論
集
―
』
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
四
五
四
―
六
二
頁
所
収
））、
3
は
「
非
政
党
同
盟
の
綱
領
」（『
政
治
研
究
』
三
巻
五

号
、
一
九
二
五
年
六
月
）。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
へ
の
収
録
に
あ
た
っ
て
語
尾
の
修
正
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
が
、
文
章
に
大
き
な
変
更
が
加
え

ら
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
。

（
11
）
例
え
ば
一
九
二
〇
年
に
『
啓
明
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
教
育
改
造
の
四
綱
領
」
は
、「
教
育
自
治
の
実
現
」
と
し
て
「
教
育
者
を
現
代
の

隷
属
的
地
位
よ
り
開
放
し
、
自
由
な
る
人
格
の
主
体
と
し
て
生
気
あ
る
教
育
を
行
わ
ん
が
た
め
に
は
教
育
者
の
教
育
管
理
―
―
教
育
自
治

を
実
現
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
い
、
教
育
委
員
会
の
設
置
と
教
員
組
合
の
組
織
を
謳
っ
て
い
る
（
下
中
弥
三
郎
「
教
育
改
造
の
四
綱
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領
」『
啓
明
』
一
九
二
〇
年
九
月
（『
万
人
労
働
の
教
育
―
下
中
弥
三
郎
教
育
論
集
―
』
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
二
三
七
―
二
三
九
頁
所

収
）。
岡
本
洋
三
の
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
綱
領
は
啓
明
会
が
教
員
組
合
に
改
称
し
た
際
に
運
動
綱
領
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
）。

（
12
）
こ
こ
ま
で
の
引
用
は
、
下
中
弥
三
郎
『
非
政
党
同
盟
の
主
張
お
よ
び
綱
領
』（
啓
明
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
二
冊
、
三
―
七
頁
）
よ
り
。

（
13
）
同
書
、
一
二
頁
。

（
14
）
同
書
、
一
〇
―
一
一
頁
。

（
15
）
こ
の
こ
ろ
米
国
に
お
い
て
は
、
複
数
のN

PL

論
が
出
て
い
た
。C

.
E.
R
ussell,

The
Story

of
The

N
onpartisan

League,
N
ew

Y
ork
:
H
arper

&
B
rothers

Publishers,1920.R
eprint,N

ew
Y
ork
:
A
rno
Press,1975.

や
、A

.A
.B
ruce,N

on-Partisan
League,

N
ew
Y
ork
:
The
M
acm
illan

C
om
pany,

1921.

な
ど
。
活
動
が
広
が
る
中
で
社
会
主
義
団
体
化
す
るN

PL

に
対
し
て
の
批
判
も
あ
り

（
例
え
ばJ.

D
.
B
acon,

A
W
arning

To
The
Farm

er
Against

Tow
nleyism

As
Exploited

In
N
orth

D
akota,

G
rand

Forks,
N
.
D
.,

1918.R
eprint,N

ew
Y
ork
:
A
rno
Press,1975.

）、
下
中
が
ど
の
よ
う
な
経
路
でN

PL

を
知
り
、
解
釈
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
16
）
下
中
前
掲
書
、
一
七
―
八
頁
。

（
17
）
渋
谷
定
輔
『
農
民
哀
史

野
の
魂
と
行
動
の
記
録
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
二
四
―
五
頁
。

（
18
）
同
書
、
一
五
八
頁
。

（
19
）
同
書
、
一
六
四
―
五
頁
。

（
20
）
「
農
民
自
治
会
綱
領
（
草
案
）」
一
九
二
五
年
、
富
士
見
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
。
数
語
の
訂
正
は
あ
る
も
の
の
、
創
刊
号
掲
載
の
も
の

と
同
内
容
で
あ
る
。

（
21
）
下
中
弥
三
郎
「
ガ
ン
ヂ
の
学
校
」『
教
育
の
世
紀
』
一
九
二
五
年
六
月
（『
万
人
労
働
の
教
育
―
―
下
中
弥
三
郎
教
育
論
集
―
』
平
凡

社
、
一
九
七
四
年
、
三
六
八
―
三
七
四
頁
所
収
）。

（
22
）
一
九
二
六
年
四
月
一
〇
日
創
刊
。
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（
23
）
渋
谷
前
掲
書
、
二
三
一
―
二
頁
。

（
24
）
安
田
常
雄
も
こ
の
点
を
指
摘
し
、
農
民
自
治
会
の
「
自
治
」
概
念
が
「
人
間
に
即
し
て
内
包
的
に
」
規
定
す
る
方
向
と
「
制
度
（
経

済
・
社
会
・
国
家
）
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
位
置
づ
け
」
る
方
向
と
い
う
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
て
い
た
と
分
析
し
て
い
る
。
安
田
前
掲
書
、

一
三
九
―
四
〇
頁
。

（
25
）
山
川
均
「
無
産
階
級
運
動
の
方
向
転
換
」（『
前
衛
』
一
九
二
二
年
八
月
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
山
川
の
重
要
な

転
換
に
つ
い
て
は
、
石
河
康
国
『
マ
ル
ク
ス
を
日
本
で
育
て
た
人
―
―
評
伝
・
山
川
均

Ⅰ
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
26
）
と
も
に
一
九
二
五
年
、
富
士
見
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
。

（
27
）
「
標
語
」『
自
治
農
民
』（
農
民
自
治
）
創
刊
号
、
一
九
二
六
年
四
月
、
一
頁
。

（
28
）
誌
上
で
は
無
記
名
の
記
事
で
あ
る
が
、
渋
谷
定
輔
『
農
民
哀
史
』
二
四
五
頁
に
「
執
筆
者
は
石
川
三
四
郎
氏
」
と
あ
り
、『
石
川
三
四

郎
著
作
集
』
第
二
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
石
川
三
四
郎
「
自
叙
伝
」『
石
川
三
四
郎
著
作
集
』
第
八
巻
、
青
土
社
、
一
九
七
七
年
、
四
三
七
―
四
四
五
頁
。

（
30
）
た
だ
し
、
松
田
道
雄
や
大
沢
正
道
な
ど
石
川
を
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
し
て
捉
え
た
論
者
の
定
義
は
一
様
で
は
な
い
。
松
田
は
そ
れ
を
石
川

個
人
の
思
想
と
い
う
よ
り
も
政
党
批
判
に
基
づ
く
日
本
の
多
様
な
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
萌
芽
と
し
て
捉
え
（
松
田
道
雄
「
解
説
」『
ア
ナ
ー

キ
ズ
ム
』
現
代
日
本
思
想
大
系
16
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
）、
他
方
の
大
沢
は
石
川
の
思
想
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
と
ど
ま
ら
な
い
多

様
な
側
面
を
強
調
す
る
（
大
沢
正
道
「
石
川
三
四
郎
論
（
上
）」『
思
想
の
科
学
』
一
九
五
九
年
七
月
、
八
四
―
九
五
頁
お
よ
び
「
石
川
三

四
郎
（
下
）」
同
誌
一
九
五
九
年
八
月
、
八
二
―
九
五
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
し
て
類
型
化
さ
れ
な
が
ら
も
未

分
化
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
思
想
は
、
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
思
想
史
の
整
理
を
通
じ
て
新
た
な
史
的
解
釈
を
も
た
ら
す
だ

ろ
う
。

（
31
）
石
川
に
お
け
る
農
本
思
想
に
つ
い
て
の
考
究
は
岩
崎
前
掲
書
。
石
川
が
「
農
本
主
義
」
批
判
に
立
ち
な
が
ら
も
、「
土
」
を
重
視
し

「
土
民
」
の
立
場
に
立
っ
て
権
力
に
対
す
る
闘
争
を
試
み
た
点
を
、
岩
崎
は
「『〈
自
然
〉
委
任
型
』
農
本
思
想
の
典
型
で
あ
っ
た
」（
一
一
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三
頁
）
と
評
す
る
。

（
32
）
石
川
三
四
郎
「
吾
等
の
使
命
」『
自
治
農
民
』（
農
民
自
治
）
創
刊
号
、
一
九
二
六
年
四
月
、
三
―
四
頁
。

（
33
）
石
川
前
掲
書
、
一
九
七
七
年
、
四
三
七
頁
。

（
34
）
松
田
道
雄
「
解
説
」『
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
』
現
代
日
本
思
想
大
系
16
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
三
六
―
七
頁
。

（
35
）
こ
の
点
は
秋
山
清
が
特
に
強
調
し
て
い
る
。
秋
山
清
「
解
説
」『
虚
無
の
霊
光
』
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
三
〇
九
―
三
一
二
頁
。

（
36
）
石
川
三
四
郎
「
堺
兄
に
与
え
て
政
党
を
論
ず
」『
新
紀
元
』
一
〇
号
、
一
九
〇
六
年
八
月
（『
虚
無
の
霊
光
』
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
年

所
収
）。

（
37
）
石
川
三
四
郎
「
土
の
権
威
」
大
西
伍
一
筆
記
、
一
九
二
六
年
（『
石
川
三
四
郎
著
作
集
』
第
五
巻
、
青
土
社
、
一
九
七
八
年
所
収
、
二

九
四
頁
）。

（
38
）
渋
谷
前
掲
書
、
五
〇
六
頁
。

（
39
）
本
段
落
の
引
用
は
中
西
伊
之
助
「
農
民
自
治
と
は
何
ぞ
」『
自
治
農
民
』（
農
民
自
治
）
創
刊
号
、
一
九
二
六
年
四
月
、
五
―
六
頁
。

（
40
）
中
西
の
「
自
治
」
概
念
と
そ
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
、
小
林
前
掲
論
文
、
六
一
―
八
二
頁
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
林
に
よ

れ
ば
、
中
西
が
こ
の
よ
う
に
都
会
に
対
す
る
強
い
批
判
的
態
度
を
取
っ
た
背
景
に
は
、『
農
夫
喜
兵
衛
の
死
』
に
描
か
れ
る
よ
う
な
中
西

自
身
の
原
体
験
が
あ
る
。

（
41
）
小
林
前
掲
論
文
、
六
九
頁
。

（
42
）
「
都
市
」
と
い
う
概
念
は
、
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
が
指
摘
す
る
通
り
、
人
口
密
度
が
高
く
人
工
的
と
い
う
空
間
的
特
徴
を
有
す
る

だ
け
で
な
く
、「
時
間
割
」
を
も
っ
て
人
々
を
管
理
す
る
と
い
う
時
間
的
特
徴
を
含
ん
で
い
る
。
中
西
は
「
都
会
の
労
働
者
が
八
時
間
労

働
制
を
叫
ぶ
理
由
が
、
田
舎
の
小
作
人
に
は
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ぬ
」（
中
西
前
掲
論
文
、
五
頁
）
と
述
べ
、
同
様
の
問
題
提
起
を
行
っ

て
い
る
。
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